
大和市告示第５９号 

大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を

定める要綱及び大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱の一部を改

正する要綱を次のように定める。 
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大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する 

基準等を定める要綱及び大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

実施要綱の一部を改正する要綱の一部を改正する要綱 

（大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準等

を定める要綱の一部改正） 

第１条 大和市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基

準等を定める要綱（平成２９年大和市告示第７４号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号ア中「１，１７２単位」を「１，１７６単位」に改め、同号イ中「２，３４２単

位」を「２，３４９単位」に改め、同号ウ中「３，７１５単位」を「３，７２７単位」に改め、

同別記第２号ア中「９７３単位」を「９７６単位」に改め、同号イ中「１，９４４単位」

を「１，９５０単位」に、同号ウ中「３，０８３単位」を「３，０９３単位」に改め、同別記

第３号ア中「１，６５５単位」を「１，６７２単位」に改め、同号イ中「３，３９３単位」

を「３，４２８単位」に改め、同号中スをタとし、シをソとし、同号サを次のように改め、同

号サを同号スとする。 

サ 口腔・栄養スクリーニング加算 

 (ｱ) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位 

 (ｲ) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位 

  別記第３号スの次に次のように加える。 

  セ 科学的介護推進体制加算 ４０単位 

別記第３号コ中「 ２００単位（運動器機能向上加算を算定している場合は、１００単位）」

を削り、同号コに次のように加え、同号コを同号シとする。 

 (ｱ) 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

 (ｲ) 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

別記第３号ケ(ｱ)から(ｳ)までを次のように改め、同号ケを同号サとする。 



「 

」 

「 

」 

(ｱ) サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

ａ 対象者が要支援１又は事業対象者のとき ８８単位 

ｂ 対象者が要支援２のとき １７６単位 

(ｲ) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

ａ 対象者が要支援１又は事業対象者のとき ７２単位 

ｂ 対象者が要支援２のとき １４４単位 

(ｳ) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

 ａ 対象者が要支援１又は事業対象者のとき ２４単位 

ｂ 対象者が要支援２のとき ４８単位 

別記第３号中クをコとし、キをケとし、同号カ中「 １５０単位」を削り、同号カに次のよう

に加え、同号カを同号クとする。 

 (ｱ) 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位 

 (ｲ) 口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位 

  別記第３号オ中「１５０単位」を「２００単位」に改め、同号オを同号キとし、同号エの次に

次のように加える。 

   オ 若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位 

   カ 栄養アセスメント加算 ５０単位 

（大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱の一部改正） 

第２条 大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱（平成２９年大和

市告示第７５号）の一部を次のように改正する。 

別表中 
介護予防ケアマネジメントＡ ４３１単位 

 を 
介護予防ケアマネジメントＢ ４３１単位 

 

介護予防ケアマネジメント ４３８単位 に、「介護予防 

 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」を「委託連携加算」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和３年９月３０日までの間、第１条の規定による改正後の大和市介



護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要

綱別記第１号アからウまで、同別記第２号アからウまで並びに同別記第３号ア及びイ並びに第２

条の規定による改正後の大和市介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）実施要綱

別表（介護予防ケアマネジメントの項に限る。）の規定の適用については、「単位」とあるのは

「単位の１０００分の１００１に相当する単位」とする。 

 


